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第24期 第1回 北広島市農業委員会総会議事録 

 

令和2年7月20日（月）午後1時30分、第1回北広島市農業委員会総会を北広島市役所5階議場に

招集する。 

 

１  議事日程 

日程第1  臨時議長の選出 

日程第2  会期の決定 

日程第3  仮議席の指定 

日程第4  議案第1号 会長の互選について 

日程第5  議案第2号 会長職務代理者の互選について 

日程第6  議席の決定について 

日程第7  議事録署名委員の指名 

日程第8  議案第3号 業務担当区の決定について 

日程第9  議案第4号「農地利用最適化推進委員の委嘱について」 

日程第10  その他 

  

２ 応招委員  安宅 一夫 委員 佐々木 珠惠 委員 佐藤 芳之介 委員 茶木 義行 委員 

 塚本 能信 委員 三戸   修  委員 宮北   輝  委員  

 

３ 欠席委員  なし 

 

４ 事務局出席者  事務局長 砂金 和英  事務局次長 遠藤 智   主査 武山 伍織   

主査   中尾 謙介  主任    安井 勝徳  主事 門間 亮太 

 

（開会宣言 午後1時30分） 
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事 務 局 長 

 

 

上 野 市 長 

事 務 局 長 

 

 

 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

事 務 局 長 

 

臨 時 議 長 

 

 

 

 

臨 時 議 長 

 

 

臨 時 議 長 

 

 

臨 時 議 長 

 

 

臨 時 議 長 

 

事 務 局 

臨 時 議 長 

 

茶 木 委 員 

 

 

臨 時 議 長 

 

 

 

臨 時 議 長 

 

臨 時 議 長 

 

 

 

ただ今より第24期第1回北広島市農業委員会総会を開催いたします。本日の総会は、任

命後最初の総会でありますので、農業委員会等に関する法律第 27 条に基づき、市長が招集

させていただきました。総会開催にあたり、上野市長よりご挨拶いただきます。 

（上野市長挨拶） 

ありがとうございました。それでは、改めまして農業委員の紹介をさせていただきます。 

お名前をお呼びしますので、ご起立をお願いいたします。 

（委員紹介） 

 

＜日程第1：「臨時議長の選出」＞ 

日程第1、「臨時議長の選出」を行います。 

会長が選出されるまでの間、北広島市農業委員会総会規則第7条第3項の規定により、最

年長委員が臨時議長の職務を行うこととなっております。出席委員中、最年長者の安宅委員

に臨時議長をお願いいたします。 

なお、上野市長におかれましては、公務のためここで退席させていただきます。 

（上野市長退席） 

それでは、安宅委員よろしくお願いいたします。 

（臨時議長が議長席に着席） 

ただ今、ご紹介いただきました安宅でございます。会長が選出されるまでの間、臨時議長

を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは、お手元に配布の会

議日程に従い進行いたします。 

 

＜日程第2：「会期の決定」＞ 

日程第2、「会期の決定について」お諮りいたします。本会議の会期は、令和2年7月20

日、本日1日と決したいと思います。ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認めます。会期は本日1日と決しました｡ 

 

＜日程第3：「仮議席の指定」＞ 

日程第3、仮議席の指定を行います。仮議席は、ただ今ご着席のとおりといたします。 

 

＜日程第4：「会長の互選について」＞ 

 日程第4、議案第1号「会長の互選について」を議題といたします。事務局から議案の朗

読をお願いいたします。 

 （議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。会長の互選方法は、どのような方法で行ったらよろしいか、

ご意見を伺います。はい、茶木委員お願いします。 

互選の方法については、慣例に従いまして、選考委員会において会長を選出するというの

はいかがでしょうか。選考委員については3名として、選考委員の選出については、臨時議

長に一任してはいかがでしょうか。 

只今、茶木委員より選考委員3名による選考委員会において会長を選出することとし、選

考委員の選出については、臨時議長に一任との発言がありましたが、これにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。暫時休憩いたします。 

（休憩） 

それでは休憩を解き再開いたします。選考委員を指名させていただきます。佐々木委員、   

佐藤委員、茶木委員、以上3名を指名いたします。選考委員の方は、別室で選考をお願いい

たします。ここで、暫時休憩いたします。 

（休憩） 
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臨 時 議 長 

 

茶 木 委 員 

 

臨 時 議 長 

 

 

臨 時 議 長 

 

事 務 局 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

宮 北 委 員 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

宮 北 委 員 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

茶木職務代理 

 

 

議 長 

事 務 局 

 

 

 

議 長 

それでは休憩を解き再開いたします。選考委員長から選考結果の報告をお願いいたしま

す。 

選考委員会により互選されました、選考委員長の茶木です。慎重審議の選考を行った結果、

会長に三戸委員を選出したことをご報告いたします。以上です。 

ただ今、選考委員長から会長に三戸委員を選出した旨報告がありました。ただ今、報告の

ありました三戸委員を会長に決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます｡三戸委員を会長に決定いたしました。それでは以上をもちまして、

臨時議長の職務は終了いたしました。ご協力ありがとうございました。 

安宅委員、ありがとうございました。それでは会長は、議長席にご移動願います。 

（安宅委員は自席へ、会長は議長席に着席） 

（三戸会長挨拶） 

 

＜日程第5：「会長職務代理者の互選について」＞ 

日程第5、議案第2号「会長職務代理者の互選について」を議題といたします。事務局か

ら議案の朗読をお願いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。会長職務代理者の互選方法は、どのような方法で行ったらよ

いか、ご意見を伺います。宮北委員。 

方法については、慣例に従いまして、選考委員会において職務代理者を選出することとし、

選考委員は3名とし、選考委員の選出については、議長に一任してはいかがでしょうか。 

ただ今、宮北委員より選考委員3名による選考委員会において会長職務代理者を選出する

こととし、選考委員の選出については、議長に一任との発言がありましたが、これにご異議

ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。暫時休憩いたします。 

（休憩） 

それでは休憩を解き再開いたします。選考委員を指名させていただきます。安宅委員、   

塚本委員、宮北委員、以上3名を指名いたします。選考委員の方は別室で選考をお願いいた

します。ここで、暫時休憩いたします。 

（休憩） 

それでは休憩を解き再開いたします。選考委員長から選考結果を報告願います。 

選考委員会により互選されました、選考委員長の宮北です。審議の結果、会長職務代理者

に茶木委員を選出したことをご報告いたします。 

選考委員の皆様、ご苦労様でした。ただ今、選考委員長から会長職務代理者に茶木委員を

選出した旨報告がありました。ただ今、報告がありました茶木委員を会長職務代理者に決定

することにご異議ありませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。茶木委員を会長職務代理者に決定いたしました。それでは会長職

務代理者よりご挨拶をお願いいたします。 

（茶木職務代理挨拶） 

 

＜日程第6：「議席の決定について」＞ 

日程第6、「議席の決定について」を行います。事務局より説明をお願いいたします。 

議席の決定につきましては、北広島市農業委員会総会規則第5条第1項の規定により抽選

で行うこととされております。なお、慣例により会長の議席は7番、会長職務代理者の議席

は1番とあらかじめ指定させていただきます。抽選方法につきましては、慣例によりくじに

よる抽選の方法を提案いたします。以上です。 

ただ今、事務局から慣例により、会長の議席は7番、会長職務代理者の議席は1番とし、
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議 長 

事 務 局 

 

議 長 

 

議 長 

事 務 局 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

その他の議席はくじによる抽選との提案がありましたが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます｡ それでは事務局より抽選方法を説明願います。 

抽選方法でありますが、こちらのくじ棒を仮議席の順に引いていただき、くじ棒に記載さ

れた番号を議席番号といたします。以上です。 

それでは、説明が終わりましたので、抽選を行います。 

（抽選） 

それでは、抽選が終わりましたので、事務局より各委員の議席番号を発表いたします。 

議席番号を発表させていただきます。1番 茶木委員、2番 宮北委員、3番 佐藤委員、

4番 佐々木委員、5番 安宅委員、6番 塚本委員、7番 三戸委員、以上です。 

ただ今発表しましたとおり、議席を決定いたします。議席が決まりましたので、指定の議

席に移動をお願いします。議席移動のため暫時休憩いたします。 

（休憩） 

それでは休憩を解き、再開いたします。 

 

＜日程第7：「議事録署名委員の指名」＞ 

日程第7、「議事録署名委員の指名」を行います。 

本日の署名委員として、北広島市農業委員会総会規則第 14 条の規定により、1 番 茶木

委員、2番 宮北委員、以上2名を指名いたします。 

 

＜日程第8：「業務担当区の決定について」＞ 

日程第8、議案第3号「業務担当区の決定について」を議題といたします。事務局から議

案の朗読及び提案説明をお願いいたします。 

（議案朗読） 

引き続き、ご説明をさせていただきます。農業委員会では、各委員の業務担当区を定めた

うえ、地区内の農地の状況把握や農地の利用調整などを行い、農地行政の円滑な推進を図る

こととしております。区域の基本的な考え方は、中の沢や拓北といった地区を、農業者数が

均等になるようにまとめて4つの区域としております。各委員の出身地区や営農地区を中心

として担当区を定めたいと考えております。なお、各地区の分担は、ただ今の説明を基本と

し、会長の指名により決定いただきたいと思います。 

ただ今の説明のとおり、業務担当区を定めることにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。業務担当区の決定方法については、会長の指名によることと決定

いたします。それでは、指名する委員及び業務担当区を記載した一覧表を配付いたします。 

ここで、暫時休憩いたします。 

（休憩） 

それでは、休憩を解き再開いたします。各委員の担当区につきまして、議席順に事務局か

ら朗読をさせます。 

議席番号1番 茶木委員、東部南地区（南の里・富ヶ岡・高台・中の里）、議席番号２ 宮

北委員、西部地区（上輪厚・輪厚・仁別・島松中央・三島・行在所）、議席番号３ 佐藤委

員、大曲・西の里地区（大曲・西の里・下野幌・光源）、議席番号４ 佐々木委員、西部地

区（上輪厚・輪厚・仁別・島松中央・三島・行在所）、議席番号５ 安宅委員、東部南地区

（南の里・富ヶ岡・高台・中の里）、議席番号６ 塚本委員、東部北地区（中の沢・共栄･

拓北･北の里･裏の沢）、議席番号７ 三戸委員、東部北地区他（中の沢・共栄･拓北･北の里･

裏の沢・大曲）以上です。 

それでは、ただ今の指名のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認めます。議案第3号「業務担当区の決定について」は、ただ今の指名のと

おり決定いたしました。 
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議 長 

 

事 務 局 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

＜日程第9：「農地利用最適化推進委員の委嘱について」＞ 

日程第9 議案第4号「農地利用最適化推進委員の委嘱について」を議題といたします。 事

務局より案件の朗読及び内容説明をお願いいたします。 

（案件朗読） 

それでは、説明をさせていただきます。農地利用最適化推進委員については、3月に広報

やホームページにより、3月19日から4月20日の募集期間において実施した結果、団体含

む5名の方から推薦書の提出と、2名の方からの応募がございました。農業委員会等に関す

る法律では「農業委員会は、農地利用最適化推進委員候補者が定数を超えた場合等には、関

係者からの意見聴取などを実施し、委嘱の過程の公平性及び透明性を確保するため、必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定されております。 

以上のことから、推進委員候補者を選考する選考委員会を設置し、申込書の記載内容や地

域のバランスなどを総合的に判断した結果、「農地利用最適化推進委員」として、選考委員

会より、別紙5人の報告を受けました。 

その結果、報告を受けたとおり、別紙5人の方を「農地利用最適化推進委員」として、本

総会において決定をいただき、委嘱してよいか議決を求めるものでございます。ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

事務局の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑がないようですが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第6号「農地利用最適化推進委員の委嘱について」は、原案

のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第10：「その他、諸報告」＞ 

日程第 10、諸報告を行います。事務局から発言を求められておりますので、これを許し

ます。 

それでは、諸報告を行います。第2回農業委員会総会ですが、7月28日火曜日、14時30

分から本議場で開催したいと思います。次に、農業委員会会長・事務局 動静・関連行事に

ついてです。6月25日、第37回農業委員会総会が開催されました。29日、道央農業振興公

社の評議員会がございまして、会長が出席しております。同じく、理事会につきましては私

が出席しております。本日7月20日、第1回農業委員会総会に先立ちまして任命書交付式

がございました。なお、総会終了後には農業委員身分証明書の写真撮影がございますので、

よろしくお願いいたします。28日13時から庁舎4階会議室で農業委員会制度等研修会がご

ざいまして、新任の委員の方々にご参加いただきます。次に、農地利用最適化推進委員委嘱

状交付式につきましては、14 時から5階議会応接室にて行います。第2回農業委員会総会

は14時30分から開催いたします。引き続き、農業委員協議会臨時総会を行いますので、ご

出席をお願いいたします。その後、農地利用最適化推進委員の身分証明書の写真撮影を予定

しております。8 月 12 日、市町村農業委員会事務局長研修会がございまして、事務局次長

が出席予定です。25 日は第 3 回農業委員会総会があり、終了後市長を交えた写真撮影を行

う予定です。よろしくお願いいたします。被服等貸与につきまして、新任の委員さんも居ら

れますので、後程確認したいと思います。最後に、改選時に市長・市議会議長を交えて懇親

会を行っておりますが、今年は新型コロナウイルスの関係もあり、中止とさせていただいて

おりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

皆さんから、何かございませんか。無いようですので、以上で第1回北広島市農業委員会

総会を閉会いたします。ご苦労さまでした。 
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（閉会宣言 午後14時15分） 

 

 
 以上、総会議事を記録し、正確を期するためここに署名する。 

 
 
令和  年  月  日   

 
 
 

    
議 長 

  
署 名               

 
議事録署名委員 

 
   番 

 
署 名 

 
議事録署名委員  

 
   番 

 
署 名 

 
 


